
(R2& 4. 7)

新型コロナウイルス感染症に対する対応について（民事部裁判官申し合わ

せ） （案）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため， 東京都を対象とする

緊急事態宣言が出され‘ 平日の日中についても外出を自粛するよう強い要
0 ．

蒲がされる見込みであることを踏まえ‘ 以下のとおり申し合わせる。

1 2項配載の事件以外の民事事件及び行政事件については， 4月8日か

ら5月6日までの間に実施される予定の期日は，原則として取り消し．

追って指定とする。

なお， この期間については．判決言渡期日も取り消し‘ 双方不出頭の

ウエブ会議や電話会織による期日も行わず，文書提出命令その他の決定

もしない。

2 民事保全事件（鉦拠保全事件‘ 行政事件の仮の救済手続を含む)' DV

事件， 人身保震事件， 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの及び倒産

事件のうち特に緊急性のあるものについては，業務を継続する。

なお，文書の受付に関する業務も継続する。

以上


